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(57)【要約】
【課題】用途に応じて発光基板を共用すること。
【解決手段】実施形態に係る電気接続器は、取付部と、
給電部とを具備する。取付部は、電力を供給する複数の
電極を有する発光基板が取り付けられる。給電部は、発
光基板に対し、複数の電極を電気的に接続して給電可能
である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力を供給する複数の電極を有する発光基板が取り付けられる取付部と；
　前記発光基板に対し、複数の電極を電気的に接続して給電可能な給電部と；
　を具備することを特徴とする電気接続器。
【請求項２】
　前記電極の接続状態を変更可能な変更部
　を具備することを特徴とする請求項１に記載の電気接続器。
【請求項３】
　前記変更部は、前記給電部間を接続する複数の給電線を具備し、
　前記給電線の一部が遮断されることで、前記電極の接続状態が変更される、
　ことを特徴とする請求項２に記載の電気接続器。
【請求項４】
　前記給電部は、発光色が異なる発光素子に給電する複数の電極を有する発光基板に対し
、前記発光色が異なる発光素子に給電する電極を電気的に接続して個別に給電を行う状態
、または、前記発光色が異なる発光素子に給電する電極を電気的に接続して同一の給電を
行う状態で給電を行う
　ことを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１つに記載の電気接続器。
【請求項５】
　前記給電部は、前記発光基板に対し、各電極に対して所定の電圧で個別に給電を行う状
態、または、前記複数の電極を電気的に接続して共通の電圧で給電を行う状態で給電を行
う
　ことを特徴とする請求項１～４のうちいずれか１つに記載の電気接続器。
【請求項６】
　電力を供給する複数の電極を有する発光基板と；
　前記発光基板が取り付けられる取付部と；
　前記発光基板に対し、複数の電極を電気的に接続して給電可能な給電部と；
　前記電極の接続状態を変更可能な変更部と；
　を具備することを特徴とする照明装置。
【請求項７】
　電力を供給する複数の電極を有する発光基板に対する給電方法であって、
　前記発光基板が有する複数の電極を電気的に接続して給電する給電ステップ；
　を含むことを特徴とする給電方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、電気接続器、照明装置および給電方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光素子を有する発光基板に給電することで、発光素子を発光させる照明装置が
ある。発光基板は、用途ごと、例えば、駆動電圧ごとに設計開発され、製造されている。
そのため、用途に応じて発光基板を設計開発しなければならない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１０３６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、用途に応じて発光基板を共用可能な電気接続器、照



(3) JP 2019-21587 A 2019.2.7

10

20

30

40

50

明装置および給電方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る電気接続器は、取付部と、給電部とを具備する。取付部は、電力を供給
する複数の電極を有する発光基板が取り付けられる。給電部は、発光基板に対し、複数の
電極を電気的に接続して給電可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態に係る照明装置の構成を示す断面図である。
【図２】図２は、実施形態に係る照明装置の分解図である。
【図３】図３は、実施形態に係る発光体の平面図である。
【図４】図４は、実施形態に係る発光モジュールの一部を示す模式平面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施形態に係る照明装置において、第１給電経路および第２給電経
路を並列接続した状態を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施形態に係る照明装置において、第１給電経路および第２給電経
路を直列接続した状態を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、変形例に係る照明装置において、第１給電経路および第２給電経路
を並列接続した状態を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、変形例に係る照明装置において、第１給電経路および第２給電経路
を直列接続した状態を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、変形例に係る照明装置において、調光調色方式で光を照射する場合
の電極の接続状態を示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、変形例に係る照明装置において、Ｄｉｍ　ｔｏ　Ｗａｒｍ方式で光
を照射する場合の電極の接続状態を示す図である。
【図８】図８は、変形例に係る発光モジュールの一部を示す模式平面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、変形例に係る照明装置において、第１電極および第２電極を電気的
に接続させた状態を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、変形例に係る照明装置において、第１給電経路を電気的に接続させ
た状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下で説明する実施形態に係るソケット７（電気接続器に相当）は、第１段部２０（取
付部に相当）と、給電部２１とを具備する。第１段部２０は、電力を供給する複数の電極
１４を有する基板１０（発光基板に相当）が取り付けられる。給電部２１は、基板１０に
対し、複数の電極１４を電気的に接続して給電可能である。
【０００８】
　また、以下で説明する実施形態に係るソケット７は、給電線２２（変更部に相当）を備
える。給電線２２は、電極１４の接続状態を変更可能である。
【０００９】
　また、以下で説明する実施形態に係る給電線２２は、給電部２１間を接続し、複数具備
される。また、給電線２２の一部が遮断されることで、電極１４の接続状態が変更される
。
【００１０】
　また、以下で説明する実施形態に係る給電部２１は、発光色が異なる発光素子１５に給
電する複数の電極１４を有する基板１０に対し、発光色が異なる発光素子１５に給電する
電極１４を電気的に接続して個別に給電を行う状態、または、発光色が異なる発光素子１
５に給電する電極１４を電気的に接続して同一の給電を行う状態で給電を行う。
【００１１】
　また、以下で説明する実施形態に係る給電部２１は、基板１０に対し、各電極１４に対
して所定の電圧で個別に給電を行う状態、または、複数の電極１４を電気的に接続して共
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通の電圧で給電を行う状態で給電を行う。
【００１２】
　また、以下で説明する実施形態に係る照明装置１は、基板１０と、第１段部２０と、給
電部２１と、給電線２２とを具備する。基板１０は、電力を供給する複数の電極１４を有
する。第１段部２０は、基板１０が取り付けられる。給電部２１は、基板１０に対し、複
数の電極１４を電気的に接続して給電可能である。給電線２２は、電極１４の接続状態を
変更可能である。
【００１３】
　また、以下で説明する実施形態に係る給電方法は、電力を供給する複数の電極１４を有
する基板１０に対する給電方法であり、給電ステップを含む。給電ステップは、基板１０
が有する複数の電極１４を電気的に接続して給電する。
【００１４】
（実施形態）
　図１～図４を用いて、実施形態に係る照明装置１について説明する。
【００１５】
［実施形態に係る照明装置の構成］
　図１は、実施形態に係る照明装置１の構成を示す断面図である。図２は、実施形態に係
る照明装置１の分解図である。図３は、実施形態に係る発光体６の平面図である。図４は
、実施形態に係る発光モジュール２の一部を示す模式平面図である。なお、各図では、説
明のため一部の構成部材を省略している。
【００１６】
　実施形態に係る照明装置１は、発光モジュール２と、発光モジュール２を熱的に接続す
る放熱板３と、発光モジュール２を収容するケース４と、放熱板３に取り付けられる放熱
シート５とを備えている。
【００１７】
　発光モジュール２は、発光体６と、発光体６が取り付けられるソケット７と、発光体６
およびソケット７を覆うガラスカバー８と、ソケット７とガラスカバー８との間に挟み込
まれた弾性体９とを備えている。
【００１８】
　発光体６は、基板１０と、基板１０の一面（以下、一面を前面と呼ぶ）である実装面に
設けられた発光部１１とを備えている。
【００１９】
　基板１０は、例えば金属、セラミックスあるいは樹脂などの熱伝導性に優れた材料で平
板状に形成される。また、基板１０は、矩形状に形成される。基板１０は、ソケット７に
取り付けられる。基板１０の実装領域１２には、実装パターン（不図示）および発光部１
１の発光素子１５が設けられる。また、基板１０には、実装領域の周りの周辺領域１３に
、実装パターンおよび発光素子１５に電力を供給する複数の電極１４が設けられる。具体
的には、基板１０には、４つの電極１４が設けられる。４つの電極１４は、基板１０の周
辺領域１３の四隅に設けられる。以下、電極１４を、第１電極１４ａ、第２電極１４ｂ、
第３電極１４ｃおよび第４電極１４ｄと称する場合がある。
【００２０】
　発光部１１は、基板１０に実装された複数の発光素子１５と、複数の発光素子１５の周
囲を囲み、実装領域１２と周辺領域１３とを区画する壁部１６と、壁部１６の内側で複数
の発光素子１５を一体に封止する封止樹脂１７とを備えている。すなわち、発光部１１に
はＣＯＢ（Chip　On　Board）方式が採用されており、封止樹脂１７の表面が円形の発光
面として形成されている。
【００２１】
　発光素子１５は、例えば青色光を発するＬＥＤ素子が用いられる。封止樹脂１７は、青
色光によって励起されて黄色光を発する蛍光体を含有したシリコーン樹脂などの透光性を
有する樹脂材料が用いられている。なお、発光素子１５としては、ＳＭＤ（Surface　Mou
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nt　Device）パッケージを用いてもよいし、あるいはＬＥＤ素子に限らず、ＥＬ（Electr
o　Luminescence）素子などを用いてもよい。
【００２２】
　発光素子１５は、基板１０に複数実装され、基板１０の前面に形成された実装パターン
と電気的に接続される。複数の発光素子１５が直列に接続されることで、基板１０には複
数の給電経路１８が形成される。具体的には、基板１０には、複数の発光素子１５を直列
に接続した第１給電経路１８ａと、複数の発光素子１５を直列に接続し、第１給電経路１
８ａとは異なる給電経路１８である第２給電経路１８ｂとが形成される。
【００２３】
　第１給電経路１８ａの一端は、第１電極１４ａに電気的に接続され、第１給電経路１８
ａの他端は、第２電極１４ｂに電気的に接続される。また、第２給電経路１８ｂの一端は
、第３電極１４ｃに電気的に接続され、第２給電経路１８ｂの他端は、第４電極１４ｄに
電気的に接続される。
【００２４】
　ソケット７は、発光体６に給電を行う電気接続器である。ソケット７は、セラミックス
などの材料で円環状に形成され、基板１０が取り付けられる第１段部２０を備えている。
【００２５】
　ソケット７は、基板１０に対し、電極１４を電気的に接続して給電可能な複数の給電部
２１を備えている。給電部２１は、並列接続された第１給電経路１８ａおよび第２給電経
路１８ｂにおいて、第１電極１４ａと第２電極１４ｂとを電気的に接続し、かつ第３電極
１４ｃと第４電極１４ｄとを電気的に接続することで、並列接続された第１給電経路１８
ａおよび第２給電経路１８ｂに給電することができる。また、給電部２１は、直列接続さ
れた第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂにおいて、第１電極１４ａと第４電極
１４ｄとを電気的に接続することで、直列接続された第１給電経路１８ａおよび第２給電
経路１８ｂに給電することができる。
【００２６】
　具体的には、ソケット７は、４つの給電部２１を備えている。給電部２１は、基板１０
の電極１４と向かい合って当接し、電極１４と電気的に接続している。以下、給電部２１
を、第１給電部２１ａ、第２給電部２１ｂ、第３給電部２１ｃおよび第４給電部２１ｄと
称する場合がある。第１給電部２１ａは、第１電極１４ａと電気的に接続し、第２給電部
２１ｂは、第２電極１４ｂと電気的に接続している。また、第３給電部２１ｃは、第３電
極１４ｃと電気的に接続し、第４給電部２１ｄは、第４電極１４ｄと電気的に接続してい
る。
【００２７】
　ソケット７は、給電部２１間を電気的に接続可能な給電線２２を複数備えている。具体
的には、ソケット７は、第１給電部２１ａと第３給電部２１ｃとを電気的に接続可能な第
１給電線２２ａと、第２給電部２１ｂと第４給電部２１ｄとを電気的に接続可能な第２給
電線２２ｂと、第２給電部２１ｂと第３給電部２１ｃとを電気的に接続可能な第３給電線
２２ｃとを備えている。
【００２８】
　給電線２２の一部が遮断されることで、第１給電経路１８ａと第２給電経路１８ｂとの
接続状態を、並列接続または直列接続に変更することができ、電極１４の接続状態を変更
することができる。
【００２９】
　ガラスカバー８は、可視光の透光性を有し、耐熱温度が１００℃以上のガラス材料で、
発光部１１および基板１０より大径の平円板状に形成されている。
【００３０】
　弾性体９は、弾性を有する例えばシリコーン樹脂などの樹脂材料で、発光部１１より大
径でかつ基板１０より小径または同径の円環状に形成されている。
【００３１】
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　放熱板３は、例えばヒートスプレッダであり、ガラスカバー８より大径の平円板状に形
成されている。放熱板３は、基板１０の実装面とは反対側の裏面に接触される。
【００３２】
　ケース４は、例えば樹脂材料によって形成され、前面には円形の開口部２３が形成され
、前面とは反対側の裏面には放熱板３との間に発光モジュール２を収容する円形の収容部
２４が形成されている。開口部２３の直径は収容部２４の直径より小さく、開口部２３と
収容部２４との間に第２段部２５が形成されている。開口部２３の直径は、ガラスカバー
８の直径より小さい。
【００３３】
　放熱シート５は、熱伝導性に優れた材料によって形成されている。なお、放熱シート５
は、放熱体（不図示）に面接触する状態で取り付けられ、放熱板３が放熱体に熱的に接続
される。
【００３４】
　ケース４の収容部２４に発光モジュール２が収容され、ケース４の裏面側に放熱板３が
取り付けられて照明装置１が形成されている。基板１０が放熱板３に面接触して熱的に接
続され、ガラスカバー８がケース４の第２段部２５に当接され、放熱板３とケース４の第
２段部２５との間で発光モジュール２が挟み込まれて保持されている。
【００３５】
　照明装置１には、外部に設けられた電源装置３０（図５Ａ参照）からケーブル３１（図
５Ａ参照）などを介して電力が供給される。これにより、第１給電経路１８ａや第２給電
経路１８ｂの発光素子１５が発光し、ガラスカバー８の前面から照明空間に光が照射され
る。
【００３６】
［電極の接続状態］
　次に、実施形態に係る照明装置１の電極１４の接続状態について図５Ａおよび図５Ｂを
参照し説明する。図５Ａは、実施形態に係る照明装置１において、第１給電経路１８ａお
よび第２給電経路１８ｂを並列接続した状態を示す図である。図５Ｂは、実施形態に係る
照明装置１において、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂを直列接続した状態
を示す図である。なお、図５Ａおよび図５Ｂでは、給電線２２のうち給電部２１間を電気
的に接続している給電線２２を実線で示し、給電部２１間を電気的に遮断している給電線
２２を点線で示す。
【００３７】
　図５Ａに示すように、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂを並列接続する場
合には、第３給電線２２ｃを切断する。なお、第１給電線２２ａおよび第２給電線２２ｂ
は切断されない。
【００３８】
　これにより、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂは、第１給電線２２ａおよ
び第２給電線２２ｂによって並列接続される。この場合、第１電極１４ａおよび第２電極
１４ｂが電気的に接続され、電源装置３０から第１給電経路１８ａに電力が供給される。
また、第３電極１４ｃおよび第４電極１４ｄが電気的に接続され、電源装置３０から第２
給電経路１８ｂに電力が供給される。並列接続された第１給電経路１８ａおよび第２給電
経路１８ｂには、例えば、電圧がＶ１の電源装置３０から電力が個別に供給される。すな
わち、給電部２１は、第１給電経路１８ａの各電極１４ａ,１４ｂ、および第２給電経路
１８ｂの各電極１４ｃ,１４ｄに対して所定の電圧で個別に給電を行う。このようにして
、発光モジュール２は、照明空間に光を照射する。
【００３９】
　また、図５Ｂに示すように、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂを直列接続
する場合には、第１給電線２２ａおよび第２給電線２２ｂを切断する。なお、第３給電線
２２ｃは切断されない。
【００４０】
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　これにより、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂは第３給電線２２ｃによっ
て直列接続される。この場合、第１電極１４ａおよび第４電極１４ｄが電気的に接続され
、電源装置３０から第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂに電力が供給される。
直列接続された第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂには、例えば、電圧がＶ１
に対して２倍のＶ２（＝Ｖ１×２）の電源装置３０から電力が供給される。すなわち、給
電部２１は、複数の給電経路１８ａ、１８ｂの第１電極１４ａおよび第４電極１４ｄを電
気的に接続して共通の電圧で給電を行う。このようにして、発光モジュール２は、照明空
間に光を照射する。
【００４１】
　すなわち、実施形態に係る照明装置１は、電圧が異なる電源装置３０から、同一の発光
モジュール２に電力を供給し、照明空間に光を照射することができる。
【００４２】
［実施形態の効果］
　上述してきたように、実施形態に係るソケット７は、電力を供給する複数の電極１４を
有する基板１０が取り付けられ、複数の電極１４を電気的に接続させる。具体的には、ソ
ケット７は、並列接続された第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂにおいて、第
１給電経路１８ａの第１電極１４ａおよび第２電極１４ｂを電気的に接続し、かつ第２給
電経路１８ｂの第３電極１４ｃおよび第４電極１４ｄを電気的に接続して給電することが
できる。また、ソケット７は、直列接続された第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１
８ｂにおいて、第１給電経路１８ａの第１電極１４ａおよび第２給電経路１８ｂの第４電
極１４ｄを電気的に接続して給電することができる。そのため、用途が異なる場合、例え
ば、駆動電圧が異なる場合でも、同一の発光モジュール２を用いることができる。これに
より、用途ごとに発光モジュール２を設計開発する必要がなく、また用途ごとに異なる部
材を製造する必要がなく、発光モジュール２、特に基板１０を共用することができる。
【００４３】
　また、実施形態に係るソケット７は、電極１４の接続状態を変更する。具体的には、実
施形態に係るソケット７は、電極１４と電気的に接続する給電部２１間を接続する複数の
給電線２２を備える。そして、給電線２２の一部が遮断されることで、電極１４の接続状
態が変更される。そのため、用途に応じて電極１４の接続状態の変更を容易に行うことが
できる。
【００４４】
（変形例）
　上記実施形態に係る照明装置１では、ソケット７に給電線２２を設け、給電線２２の一
部を切断することで、電極１４の接続状態を変更したが、これに限られることはない。例
えば、給電線２２にスイッチを設け、スイッチを切り替えることで、電極１４の接続状態
を変更してもよい。なお、基板１０に給電線２２を設け、例えば、給電線２２の一部を切
断することで、電極１４の接続状態を変更してもよい。
【００４５】
　また、ソケット７の外部のケーブル３１や電源装置３０にスイッチなどを設け、スイッ
チを切り替えることで電極１４の接続状態を変更してもよい。例えば、スイッチを切り替
えることで、図６Ａに示すように第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂが並列接
続されるように、第１給電経路１８ａの第１電極１４ａおよび第２電極１４ｂを電気的に
接続し、かつ第２給電経路１８ｂの第３電極１４ｃおよび第４電極１４ｄを電気的に接続
してもよい。また、図６Ｂに示すように第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂが
直列接続するように、第１給電経路１８ａの第２電極１４ｂおよび第２給電経路１８ｂの
第３電極１４ｃを接続し、かつ第１給電経路１８ａの第１電極１４ａおよび第２給電経路
１８ｂの第４電極１４ｄを電気的に接続してもよい。図６Ａは、変形例に係る照明装置１
において、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂを並列接続した状態を示す図で
ある。図６Ｂは、変形例に係る照明装置１において、第１給電経路１８ａおよび第２給電
経路１８ｂを直列接続した状態を示す図である。
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【００４６】
　また、電極１４の接続状態が変更された複数のソケット７を用いることで、電極１４の
接続状態を変更してもよい。例えば、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂを並
列接続するように電極１４が電気的に接続されるソケット７と、第１給電経路１８ａおよ
び第２給電経路１８ｂとを直列接続するように電極１４が電気的に接続されるソケット７
とを用途に応じて使用してもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態に係る照明装置１では、第１給電経路１８ａと第２給電経路１８ｂ
とに配置される発光素子１５の発光色が同一色の場合を一例として説明したが、これに限
られることはない。第１給電経路１８ａに配置される発光素子１５の発光色と、第２給電
経路１８ｂに配置される発光素子１５の発光色とは異なる色であってもよい。すなわち、
基板１０は、発光色が異なる発光素子１５に給電する複数の電極１４を有してもよい。
【００４８】
　そして、発光色が異なる発光素子１５毎の色および明るさをそれぞれ変更する調光調色
方式で光を照射する場合には、図７Ａに示すように、第１給電線２２ａ、第２給電線２２
ｂおよび第３給電線２２ｃを切断する。これにより、電極１４の接続状態は、第１給電経
路１８ａの第１電極１４ａおよび第２電極１４ｂを電気的に接続し、第２給電経路１８ｂ
の第３電極１４ｃおよび第４電極１４ｄを電気的に接続し、個別に給電を行う状態となる
。図７Ａは、変形例に係る照明装置１において、調光調色方式で光を照射する場合の電極
１４の接続状態を示す図である。この場合、給電部２１は、第１給電経路１８ａに電源装
置３０ａから電力を供給し、第２給電経路１８ｂに電源装置３０ｂから電力を供給する。
すなわち、給電部２１は、第１給電経路１８ａに電源装置３０ａから第１所定電圧で給電
し、第２給電経路１８ｂに電源装置３０ｂから第２所定電圧で給電する。第１所定電圧お
よび第２所定電圧は、異なる所定の電圧であり、個別に制御される電圧である。
【００４９】
　また、発光色が異なる発光素子１５の色および明るさを連動して変更するＤｉｍ　ｔｏ
　Ｗａｒｍ方式で光を照射する場合には、図７Ｂに示すように、第３給電線２２ｃを切断
する。これにより、電極１４の接続状態は、第１給電経路１８ａの第１電極１４ａと第２
給電経路１８ｂの第４電極１４ｄとを電気的に接続して同一の給電を行う状態となる。図
７Ｂは、変形例に係る照明装置１において、Ｄｉｍ　ｔｏ　Ｗａｒｍ方式で光を照射する
場合の電極１４の接続状態を示す図である。この場合、給電部２１は、第１給電経路１８
ａおよび第２給電経路１８ｂに同一の電源装置３０から電力を供給する。すなわち、給電
部２１は、第１給電経路１８ａおよび第２給電経路１８ｂに共通の電圧により給電する。
【００５０】
　これにより、発光色が異なる発光素子１５を有する発光モジュール２であっても、同一
の発光モジュール２を用いて、用途に応じて駆動方式を変更して使用することができる。
そのため、用途ごとに発光モジュール２を設計開発する必要がなく、また用途ごとに異な
る部材を製造する必要がなく、発光モジュール２、特に基板１０を共用することができる
。なお、給電部２１は、発光色が同一色の場合にも、上記変形例のように第１給電経路１
８ａおよび第２給電経路１８ｂに対して給電を行ってもよい。
【００５１】
　また、上記実施形態に係る発光モジュール２では、４つの電極１４を備えている基板１
０、および４つの給電部２１を備えているソケット７を一例として説明したが、これに限
られることはない。発光モジュール２は、３つ以上の電極１４、および３つ以上の給電部
２１を備えていればよい。例えば、図８に示すように、基板１０は、３つの電極１４を備
えていてもよく、ソケット７は、３つの給電部２１を備えていてもよい。図８は、変形例
に係る発光モジュール２の一部を示す模式平面図である。
【００５２】
　具体的には、基板１０は、第１電極１４ｅ、第２電極１４ｆおよび第３電極１４ｇを備
えている。また、ソケット７は、第１給電部２１ｅ、第２給電部２１ｆおよび第３給電部
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２１ｇを備えている。この変形例に係る発光モジュール２では、発光体６において第１給
電経路１８ｃと第２給電経路１８ｄとが直列に接続されており、第３電極１４ｇは、第１
給電経路１８ｃと第２給電経路１８ｄとの間の実装パターンに電気的に接続されている。
【００５３】
　変形例に係る発光モジュール２では、例えば、図９Ａに示すように、第１給電部２１ｅ
および第２給電部２１ｆをケーブル３１を介して電源装置３０に電気的に接続し、第１電
極１４ｅおよび第２電極１４ｆを電気的に接続する。図９Ａは、変形例に係る発光モジュ
ール２において、第１電極１４ｅおよび第２電極１４ｆを電気的に接続させた状態を示す
図である。
【００５４】
　また、変形例に係る発光モジュール２では、例えば、図９Ｂに示すように、第１給電部
２１ｅおよび第３給電部２１ｇをケーブル３１を介して電源装置３０に電気的に接続し、
第１電極１４ｅおよび第３電極１４ｇを電気的に接続する。図９Ｂは、変形例に係る発光
モジュール２において、第１電極１４ｅおよび第３電極１４ｇを電気的に接続させた状態
を示す図である。なお、例えば、第３給電部２１ｇおよび第２給電部２１ｆをケーブル３
１を介して電源装置３０に電気的に接続し、第２電極１４ｆおよび第３電極１４ｇを電気
的に接続させてもよい。また、例えば、第３給電部２１ｇにケーブル３１の一方を接続し
、第１給電部２１ｅおよび第２給電部２１ｆにもう一方のケーブル３１を接続し、第１給
電経路１８ｃおよび第２給電経路１８ｄが並列接続されるように、第３電極１４ｇと、第
１電極１４ｅおよび第２電極１４ｆとを電気的に接続させてもよい。
【００５５】
　このように、３以上の電極１４および３以上の給電部２１を備えることで、同一の発光
モジュール２に対して、電極１４の接続状態を変更することができる。
【００５６】
　また、上記実施形態に係る発光モジュール２は、基板１０に２つの給電経路１８を備え
ているが、これに限られることはない。発光モジュール２は、基板１０に３つ以上の給電
経路１８を備えてもよい。このような発光モジュール２は、例えば、給電線２２を切断す
ることで、電極１４の接続状態を変更することができる。そのため、上記実施形態と同様
に、用途ごとに発光モジュール２を設計開発する必要がなく、また用途ごとに異なる部材
を製造する必要がなく、発光モジュール２、特に基板１０を共用することができる。
【００５７】
　また、上記実施形態では、ソケット７を電気接続器の一例として説明したが、これに限
られることはない。電気接続器は、基板１０の電極１４と電気的に接続するコネクタであ
ってもよい。また、例えば、電気接続器は、ソケット７の他に、外部のケーブル３１や、
スイッチなどを含んでもよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、ソケット７を備えている照明装置１を一例として説明したが
、これに限られることはない。変形例に係る照明装置１は、ソケット７を用いずに、基板
１０の電極１４を配線（例えば、外部のケーブル）によって電気的に接続させてもよい。
変形例に係る照明装置１は、例えば、配線の一部を切断し、またはスイッチを切り替える
ことで、電極１４の接続状態を変更することができる。
【００５９】
　また、上記実施形態では、ケース４やガラスカバー８や弾性体９などを備えている発光
モジュール２を一例として説明したが、これに限られることはない。発光モジュール２は
、ケース４やガラスカバー８や弾性体９などを備えなくてもよい。また、発光モジュール
２は、放熱板３を設けた支持板にソケット７を取り付けて構成されてもよい。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
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置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００６１】
１　　　照明装置
２　　　発光モジュール
６　　　発光体
７　　　ソケット（電気接続器）
１０　　基板（発光基板）
１１　　発光部
１４　　電極
１５　　発光素子
１８　　給電経路
２０　　第１段部（取付部）
２１　　給電部
２２　　給電線（変更部）
３０　　電源装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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